
大阪市ダイオキシン類対策連絡会設置要領 

 
 

（目的） 

第１条 この要領は、ダイオキシン類対策連絡会（以下「連絡会」という。）を設置するこ

とにより、ダイオキシン類による環境問題に関し、関係部局が連携して対策の推進

を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 連絡会は、ダイオキシン類対策に関係する各局で組織することとし、別表１に掲

げる部長級で構成する。 

 

（会議事項） 

第３条 連絡会の会議事項は、次のとおりとする。 

(1) ダイオキシン類対策の推進に関すること 

(2) 情報交換に関すること 

(3) その他必要と認める事項に関すること 

 

（事務分担） 

第４条 関係部局は、別表２で定める事務について分担する。 

 

（幹事会） 

第５条 連絡会の会務を円滑に遂行するために幹事会を設置し、別表３に掲げる課長級で

構成する。 

 

（庶務） 

第６条 連絡会の庶務は、環境局環境管理部が行う。 

  

（その他） 

第７条 その他必要な事項については、連絡会の議を経て別途定める。 

 

（施行期日） 

附則 この要領は、平成９年１０月３１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１２年４月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成１３年４月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成１４年４月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成１５年４月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年５月１１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年４月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年４月２８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年４月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年４月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年３月４日から施行する。 



附則  この要領は、平成２１年４月２４日から施行する。 

附則  この要領は、平成２２年４月２３日から施行する。 

附則  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、平成２３年４月２２日から施行する。 

附則  この要領は、平成２４年４月１７日から施行する。 

附則  この要領は、平成２５年５月２日から施行する。 

附則  この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附則  この要領は、令和８年４月１日から施行する。



別表１ 

大阪市ダイオキシン類対策連絡会名簿（部長級） 

 

所 属 局 職 名 

環境局 
改革推進担当部長 

環境管理部長  

水道局 浄水統括担当部長 

健康局 
生活衛生担当部長 

独立行政法人支援担当部長 

建設局 下水道部長 

 

別表２ 

大阪市ダイオキシン類対策連絡会事務分担表 

 

事 務 内 容 関 係 部 局 

・所管する一般廃棄物処理施設の対策に関すること 環境局 総務部 

・ダイオキシン類の環境調査に関すること 

・ダイオキシン類の発生源調査に関すること 

・ダイオキシン類対策の連絡調整に関すること 

・下水処理場に対する排水の指導に関すること 

・工場及び事業場に対する指導に関すること 

・産業廃棄物処理施設に対する指導に関すること 

環境局 環境管理部 

・水道の水質管理に関すること 水道局 工務部 

・一般廃棄物処理施設に対する指導に関すること 

・食品に係る情報収集に関すること 
健康局 健康推進部 

・ダイオキシン類の分析及び評価に関すること 健康局 総務部 

・所管する下水処理施設の対策に関すること 

・下水道に接続する工場及び事業場に対する排水の指導に関す

ること 

建設局 下水道部 

 



別表３ 

大阪市ダイオキシン類対策連絡会幹事会名簿（課長級） 

 

所 属 局 職 名 

環境局 総務部 

施設管理課長 

環境管理部 

環境管理課長 

土壌水質担当課長 

産業廃棄物規制担当課長 

環境規制課長 

環境保全監視担当課長代表（西部環境保全監視担当課長） 

水道局 工務部水質試験所長 

健康局 健康推進部 

生活衛生課長 

総務部 

環境科学研究センター所長 

環境科学研究センター環境調査担当課長 

建設局 下水道部 

水質管理担当課長 

 

オブザーバー 

所 属 局  職 名 

建設局 道路河川部 河川課長 

大阪港湾局 企画部 工務課長 
 

 


